
 ■ 農業従事者の高齢化，耕作放棄地の拡大などに対応し，構造改革の加速化が

必要。 

 ■ このため，農業を足腰の強い産業としていくための政策（産業政策）と農業・農村

の有する多面的機能の維持・発揮を図るための政策（地域政策）を車の両輪として

推進。 

 

 

 

改革の背景・課題 

※農地中間管理機構は『農地バンク』とも呼ばれています。 農用地等賃借料の口座振替・請求書及び口座振込に関する 
 案内文書が変更になります 

 日頃から、農地中間管理事業をご利用いただき、ありがとうございます。 
この度、当機構の農地管理システムの変更に伴い、農用地等賃借料についての通知文書
の様式を変更いたしました。 
 皆さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げ
ます。 
 

・圧着３面はがきで送付します。 
 
・はがきは、申請期ごと、農地の所在する市町村ごとに作成されます。 
 （例：令和２年５月貸出（貸付）開始期、令和２年６月貸出（貸付）開始
期でそれぞれ契約されている場合、２枚の圧着はがきが作成されます） 

・今回の請求または支払対象の農地明細を記載します。 
 （物納による請求など支払対象ではない農地は記載されません） 
 
・１回の契約で１５筆を超過している場合は、「他 ○筆」として 
合計面積と合計賃借料が記載されます。 

圧着はがきが複数ある場合は、合計金額を記載し
た文書と圧着はがきを封筒に入れて送付いたしま
す。 

 令和元年度までの案内文書では、今回徴収・支払対象でない農地を含めての農地明細
を記載しておりましたが、管理システムの変更に伴い、金銭による賃借料の請求、支払
い対象農地のみの表記となっております。 
 契約中の全ての農地明細をご希望の方は、市町村農政担当課または当機構へお問い合
わせください。 
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